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平成 30 年 12 月 平成 31 年 1 月

28（金） 29( 土 ) 30( 日 ) 31( 月 ) 1（火） 2（水） 3（木） 4（金）

戸籍事務
（出生・婚姻・
死亡届など
の受付）

　年末年始も、「出生・婚姻・死亡届」などの受付や「火葬許可業務」は次のところで行います。

　○市役所（本庁）地下宿直室 ･･･24 時間受付

　○忠海支所 ･･･････････････････8 時 30 分から 17 時 15 分まで受付

一般事務 休み

斎場業務 休み

し　　　尿
12 時まで 12 月 29 日 12 時から　　　　　　休み　　　　　　　１月４日まで

※ただし、12月 29 日午前のし尿収集業務は、業者によってはお休みします。各業者へ直接お問い合わせください。

ごみの収集 休み 休み（振替収集は下記参照）

ごみの直接搬入 休み

ごみの直接
搬入におけ
る注意事項

ごみを焼却場や最終処分場へ直接搬入する場合は、次のとおりです。
○家庭ごみの直接搬入（無料）
・許可は不要です。直接施設へ搬入してください。
※ただし、竹原市に居住していることが確認できるものを持参してください。（例：運転免許
　証、公共料金などの請求書、保険証等）
※「もやせる物」は赤い指定ごみ袋に、「リサイクルする物」「もやせない物」「有害ごみ」　
　は青い指定ごみ袋に入れて搬入をしてください。
○事業ごみの直接搬入（有料）
・事前に許可が必要です。12 月 28 日（金）までに手続きをしてください。
・申し込み方法　所定の申込書（まちづくり推進課に備え付け）をまちづくり推進課生活環
　境係に提出してください。搬入する車のナンバー、印かんが必要です。
・料金　70 円／ 10 ｋｇ（各施設で料金を支払ってください。）
※家庭ごみ・事業ごみの搬入期限　12 月 30 日（日）　16 時 30 分
○直接搬入できないもの
　産業廃棄物、家電リサイクル品（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）、
　パソコン、バイク、タイヤ、農業用機械、消火器、ガスボンベ、バッテリー、レンガ、砂、
　瓦、農薬、塗料、堆肥など
※購入した販売店で引き取ってもらうか、または専門業者へ依頼してください。
＜お願い＞年末年始はごみの量が増えますので、ごみの減量化にご協力ください。＜お願い＞年末年始はごみの量が増えますので、ごみの減量化にご協力ください。＜お願い＞年末年始はごみの量が増えますので、ごみの減量化にご協力ください。

年末年始の業務休止のご案内
問い合わせ　まちづくり推進課生活環境係　☎２２-２２７９
　　　　　　市民課市民係　☎２２-７７３４

ごみの臨時収集　◆ごみの休日収集・振替収集・年末年始のお休みは次のとおりです。

◆もやせる物

　12 月 31 日㈪　→　12 月 30 日㈰　※追加

　１月１日㈫　→　収集しません

　１月３日㈭　→　収集しません

　１月 14 日㈪　→　収集します

◆リサイクルする物

　１月１日㈫　→　１月５日㈯

　１月２日㈬　→　１月４日㈮

　１月３日㈭　→　１月５日㈯

◆もやせない物

　12 月 24 日㈪　→　12 月 27 日㈭

　１月 14 日㈪　→　1月 10 日㈭

◆有害ごみ

　１月１日㈫　→　１月 17 日㈭

◆資源物

　１月２日㈬　→　１月４日㈮

◆粗大ごみ

　12 月 24 日㈪　→　12 月 25 日㈫

問い合わせ　まちづくり推進課生活環境係

　　　　　　☎２２-２２７９

広報たけはら４月号と共にお配りした「平成 30 年度ごみ

収集日・振替日のお知らせ」には記載がありませんが、も

やせる物の休日収集について追加があります。月曜日と木

曜日がもやせる物の収集地域の人はご注意ください。


